
「就労アセスメント」のはなし

～ 卒業後の進路と相談支援 ～

サンクスシェア
代表社員 相談支援専門員 田中 聡

R５.７.２１

右のQRコードから
左のページの表示を
お願いします。



1984(昭和59)年 小学校教諭として勤務
1996(平成8)年 国立鳴門教育大学大学院学校教育研究科生徒指導コース入学

（現職教員として専門知識を高める研修の機会を得る）
1999(平成11)年 福岡県教育センター研修主事として現場教職員の研修事業に携わる

2006(平成18)年 社会福祉法人に入職し障害福祉サービス事業に従事
経験業務 特別支援学校放課後支援事業責任者

福岡市委託相談支援コーディネーター（相談支援専門員）
障がい者グループホーム管理者・サービス管理責任者
生活介護（障がい者通所施設）サービス管理責任者

2016(平成28)年 合同会社サンクスシェア創立
2016(平成28)年 相談支援事業所（障がい者）福岡市指定
2017(平成29)年 相談支援事業所（障がい児）福岡市指定
2020(令和  3)年 スペシャルニーズアシストプロジェクト（SNA）始動

【資格】
・小中高教諭専修免許
・障害福祉サービスサービス管理責任者（全分野） ・児童発達支援管理責任者
・相談支援専門員
・鳴門教育大学生徒指導学会会員
・西日本心理劇学会会員
・日本保健教育学会会員
・保育士

【実績】
2016(平成28)年 強度行動障がい勉強会を毎月主催
2017(平成29)年 福岡福祉向上員会事務局員
2022(令和 ４)年 放課後等デイサービス８県23事業所スタッフ育成コンサルティング

◆ ６０歳

◆ ４人家族

◆ 北九州市生まれ

◆ パイナップル好き

◆ 納豆苦手

◆ 早起き得意

◆ 好きなところ

「ストレスほぼなし」

◆ 好きなフレーズ

「やれない理由を探さ
ずに、どうしたらや
れるかを考える！」

「Ｌｉｆｅ is choosing
人生は選択の連続だ」

【田中聡（さとる）プロフィール】



今日の内容

① 卒業後の進路

就職の状況 進路の選択肢

② 訓練等給付の福祉サービス

サービスの対象者 就労アセスメント

③ 卒業までにやっておきたいこと

学校・福祉サービス・就労



① 卒業後の進路

就職の状況 進路の選択肢



卒業後の進路 就職の現状

出典：「学校基本統計」（文部科学省）
令和２年

福岡市



就労定着の現状卒業後の進路



６ １２ １５ １８

小･普通学級

小･特別支援学級（通級）

小･特別支援学級（在籍）

特別支援学校小学部

中 普通学級

中･特別支援学級（通級）

中･特別支援学級（在籍）

特別支援学校中学部 特別支援学校高等部

通信制高等学校

定時性高等学校

普通高等学校

保育園

幼稚園

児童発達支援 放課後等デイサービス

保育所等訪問支援 一般就労

一般就労（障がい者雇用）

生活介護

大学

専門学校

特別支援
学校
幼稚部

就労継続支援A型

就労継続支援B型

０

学校

福祉サービス
就労移行支援

卒業後の進路 子どもの主な進路選択肢



学校 解説 留意点

普通学校
（通級による
指導）

全日制高等学校受験可能

特別支援学級
（在籍）

高校受験時内申書の点数
なし

あとから通常学級にもどる
ことは難しいことが多い

特別支援学校
療育手帳等の取得が必須
になつ傾向あり（入学者
増のため）

学校の選択（小中）卒業後の進路



学校 解説 留意点

普通高等学校 高等学校卒業資格あり

専門高校（実業高校）
単位制高校
定時制高校

高等学校卒業資格あり

通信制高等学校
入学は中学１年の学力必要
高等学校卒業資格あり
独自のカリキュラム

費用5万円/月程度

特別支援学校
（高等部）

高等学校卒業資格なし
一般企業就職

4人に一人

学校の選択（高校）卒業後の進路



福祉サービス等 解説 留意点

一般就労
障がいを公表せずに就
労

障がいがない人との区
別なし32.3万円

一般就労（障がい者雇
用）

障がい者雇用枠で採用
ジョブサポート制度
身体21.5万 知的・
精神・発達12万前後

就労継続支援A型
福祉サービス（会社と
契約関係）

最低賃金の保障
一日４ｈ～５ｈ
月7.4万円～9.3万円

就労継続支援B型 福祉サービス（工賃）
最低3000円～3万円
一般就労の可能性あり

生活介護
日常的に介護が必要な
日中の居場所（工賃）

数千円
就労困難

福祉サービスの選択卒業後の進路



通信制高校の事例卒業後の進路

https://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_kitakyushu_keichiku/article/442065/


・自力で通う
・はいと返事
・あいさつ
・いじわるを
しない

社員の７割が知的障がい者の会社

一般就労の事例卒業後の進路

https://www.mag2.com/p/news/253434


スーパーカムラック構想（株式会社カムラック）

福祉的就労と一般就労の連携事例卒業後の進路

https://www.comeluck.jp/


② 訓練等給付の福祉サービス

サービス対象者 就労アセスメント 就労継続支援Ｂ型



サービス対象者



サービス 対象者

自立訓練
(生活訓練)

【障害を抱えている方で、地域生活を営む上で生活能力の維持や向上等のために、一定の支援が必要となる方】
①入所施設、病院を退所、退院した方の中で地域生活への移行などを図る上で、身体的リハビリテーションの継続

や生活能力の維持、回復といった支援が必要な方。
②特別支援学校を卒業した方で、地域生活を営む上で生活能力の維持や回復などの支援が必要となる方。

就労移行
支援

【就労を希望する６５歳未満で障害を抱えている方で、一般の企業や通常の事業所に雇用されることが可能と見込
まれる方】

①就労を希望しているものの、一人で就労することが困難であるために、就労に必要な知識や技術の習得を行った
り、就労先の紹介や就職後の相談や助言など総合的にサポートを行うことが必要である方

②あん摩マッサージ指圧師免許やはり師免許、きゅう師免許などを取得することで就労を希望している方

就労継続
支援A型

【企業に就労することが困難な方で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な方】
①就労移行支援事業を利用したものの、企業への雇用に結びつかなかった方

②特別支援学校を卒業をし就職活動を行ったものの、企業等への雇用に結びつかなかった方。
③企業等を離職した方といった、就労経験がある方で現在雇用関係がない方。

就労継続
支援B型

【就労移行支援事業等を利用したものの、一般企業などの雇用に結びつかなかった方や、一定の年齢に達している
方などで就労に機関などを通じて生産活動にかかる知識や能力の向上や維持が期待される方】

①就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方。
②50歳に達している方、または障害基礎年金１級受給者。
③①、②のいずれにも該当しない方で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の

把握が行われている本事業の利用希望者。
④障害者支援施設に入所している方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手
続きを得た上で、市町村により利用の必要性が認められた方。

サービス対象者



就労アセスメント

就労アセスメントとは



就労アセスメント 就労アセスメントの内容



就労アセスメントQ＆A

Q 卒業後、就労継続支援Ｂ型を利用するためにはどうすればいい？

Ａ：学校在籍中に、

・就労移行支援事業所や

・就労継続支援Ａ型事業所

・一般企業 で「実習」を行い、

学校が学校意見書を作成した場合に

卒業後、すぐに就労継続支援Ｂ型事業所を利用できます。

就労継続支援Ｂ型



Q 就労継続支援Ｂ型を最終いつまでに決めればいいの？

Ａ：（東福岡特別支援学校の場合）

３回の実習終了後、12月予定の高等部３年生の個人懇談会の時に、

卒業後のスケジュールについて学校と保護者が話し合います。

実習期間が終わっているこの段階で、

就労移行支援や就労継続支援Ａ型事業所の実習をしていない場合、

計画相談に対し、就労継続支援Ｂ型の計画案（プラン）を依頼し、

受給者証を発行してもらいます。

その後、就労移行支援事業所などで就労アセスメントを実施します。

就労アセスメントQ＆A

就労継続支援Ｂ型



Q 就労移行・就労継続支援Ａ型の実習をしていない場合はどうすればいい？

Ａ：在学中に

計画相談事業所へ、計画案（プラン）を依頼し、

就労移行支援事業所で『就労アセスメント』を受ける必要があります。

期間については、個人の状況によって違いがありますが、

実習期間の目安である『２週間程度』を受け入れする事業所を推奨します。

就労アセスメントQ＆A

就労継続支援Ｂ型



Q 就労アセスメントは、どこで、だれから受けることができるの？

Ａ 就労移行支援事業所で受けることができます。

福岡市には ７８ 事業所

東区には ６ 事業所あります。

また、制度上、就業・生活支援センター

県内 １３ 箇所の事業所でも可能です。

就労アセスメントQ＆A

就労継続支援Ｂ型



Q 本人が一般就労できるかどうかの判断ポイントは？

Ａ：（東福岡特別支援学校の場合）

卒業までの３回の実習において

それぞれの実習における実習先の評価をもとに

学校の評価を加え、

本人、保護者と十分に検討した上で

どの進路がふさわしいのかを話し合って決めます。

就労アセスメントQ＆A

就労継続支援Ｂ型



Q 就労継続支援Ｂ型サービスは、いつから利用できるの？

Ａ：

就労アセスメントQ＆A

就労継続支援Ｂ型

福岡市相談支援マニュアル



Q 就労継続支援Ｂ型サービスを利用開始してから変更はできるの？

Ａ 変更できます。

事業所の職員や相談支援事業所相談員とよく検討して

計画案（プラン）を依頼し、受給者証を変更すれば

就労継続支援Ａ型サービスなど、ほかのサービスの利用も可能です。

就労アセスメントQ＆A

就労継続支援Ｂ型



③ 卒業までにやっておきたいこと

相談員とのつながり 相談窓口 本人の育ち



相談支援専門員ってどんな人？

障害のある人が自立した

日常生活や社会生活を送

ることができるよう、全

般的な相談支援を行う

障害のある人が自立した日常生活、

社会生活を営むことができるよう、障

害福祉サービスなどの利用計画の作成

や地域生活への移行・定着に向けた支

援、住宅入居等支援事業や成年後見制

度利用支援事業に関する支援など、障

害のある人の全般的な相談支援を行う。

〇〇しやすくする人
生活 仕事 暮らし 学び 余暇 人間関係･･･

相談員とのつながり



障がい児者やその家族の方々が、

さまざまなサービスを利用しながら、

地域の中でその人らしい暮らしを続けていくために、

あらゆる相談を受け止め、常に本人の立場に立って、

・「望んでいることは何か」

・「何を支援すればよいか」

・「支援をするときに地域の社会資源はどんな状況か」

など、さまざまな視点をもって、本人を中心に、家族、支援者、行政

等とネットワークを構築しながら行う支援です。

相談支援ってなんのため？相談員とのつながり



【① 基本相談支援】

・福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）

・社会資源を活用するための支援（各施設への助言、指導等）

・社会生活力を高めるための支援

・権利擁護のために必要な援助

・専門機関の紹介など

【② 計画相談支援】

・サービス等利用計画の作成

・サービス等利用計画の見直し（モニタリング）

どんな仕事をするの？相談員とのつながり



・本人や家族だけでなんでもやら

なくちゃならない

・それぞれの関係機関と、一つ一

つつながりをつくらなくちゃな

らない

・専門的なことがよくわからない

・本人や家族だけで連携するチー

ムをつくらなくちゃならない

・相談するところがよくわからな

くて悩みを抱えてしまう

・人が変わると対応ががらっと変

わってしまって戸惑う

いない場合相談員とのつながり



・本人や家族で対応が難しい部

分を代行してくれる

・専門家との橋渡しをしてくれ

る

・専門的な情報提供を頼むこと

ができる

・関係機関のチーム作りをして

くれる

・長い期間に渡って人生に寄り

沿ってくれる

・困ったことについていつでも

相談しやすい

・支援の方向性について、関係

機関と共有できる

いる場合相談員とのつながり



利用計画 内容

不十分な
利用計画

☐ 総合的な支援の方針の中身がスカスカ
☐ 保護者や本人が望むニーズや希望が正しく記入されていない
☐ ニーズや希望と利用する福祉サービス等が合っていない
☐ １年先を目安にして到達する目標になっていない
☐ 目標が抽象的すぎる
☐ 学校との連携について書かれていない
☐ 家族支援について書かれていない

質の高い
利用計画

☐ 総合的な支援の方を読めば、なぜ福祉サービスを利用する必要があるのかがわかる
☐ 将来的な進路を見据えた方針の記述になっている
☐ ニーズや希望に見合ったふさわしいサービスの量が設定されている
☐ 毎回同じ目標記述ではなく、更新ごとに新たな目標設定がされている
☐ 本人の現状に見合った支援の優先順位が考えられている
☐ 福祉サービス利用だけにとどまらず、インフォーマルな支援も考えられている
☐ 各関係機関との連携の内容について具体的に記述されている
☐ 障がい児支援の場合、家族支援の内容も盛り込まれている
☐ 支援の目標や役割の部分は、実際にできたかどうかの評価ができる記述になっている

相談員とのつながり
お手元にあるサービス等利用計画をチェックしましょう！



利用計画 内容

不十分な
相談支援
専門員

☐ 電話連絡しても折り返しがない
☐ 利用計画書を配付してくれない
☐ モニタリングの訪問をしてくれない
☐ 事業所さんなどの情報提供を依頼しても調べてくれない、教えてくれない
☐ 担当者会議が開かれたことがない
☐ 困ったことがあっても、ちゃんと相談にのってくれない
☐ 自分の意見を押し通す

質の高い
相談支援
専門員

☐ 特に必要がない場合でも時々連絡をくれる
☐ 担当者会議でリーダー性を発揮している
☐ とにかくじっくり話をきいてくれる
☐ 納得できるアドバイスをしてくれる
☐ 相談しやすい
☐ ことばの端々に勉強していることが伺える
☐ たくさんの連携先とつながっている
☐ 意思を決定するための適切な情報を提供してくれる
☐ できることとできないことを明確に示してくれる

相談員とのつながり
担当の相談員さんをチェックしましょう！



☐ 相談支援専門員の仕事内容を把握しておく

☐ 障がい児支援利用計画をよく読み込む

☐ モニタリングの期間を短くする

☐ 必要とあらば、思い切って相談員を変える

☐ 困ったとき、悩んだときに、とにかく相談する

☐ 相談員に必要時に必要な情報提供を依頼する

☐ 課題解決のために「個別支援会議」の開催を依頼する

☐ 事業所等との面談時の第三者立会人を依頼する

☑ 自分でできることは自分でやる

相談員とのつながり
相談支援専門員の活用のコツ



相談窓口



相談窓口

地域社会資源



☐ 外に出て社会体験をする（失敗をする）

☐ 要求を出せること（依頼ができる）

☐ 人に好かれること

本人の育ち

本人に育ってほしいこと
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